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５．参　考　資　料

①　産業廃棄物関係行政機関
（令和６年８月22日現在）

　岐阜県環境生活部

　　　　廃棄物対策課

　　〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
　　ＴＥＬ(058)272-1111㈹

環境生活部長 渡 辺 幸 司
環境生活部次長 西　　　千代美
環境生活部次長 工 藤 喜 史
廃棄物対策課長 山 内 康 裕
資源循環推進監 牛 島 方 子
不法投棄監視監 長 屋 直 樹
課長補佐兼資源循環推進係長 中　井　雄一郎
一般廃棄物係長 筑　本　貴　郎
産業廃棄物係長 上 野 真 一
　　　　　　　技術主査 安 田 将 典
　　　　　　　技師 澤　田　　　渡
課長補佐兼監視指導係長 大　森　健太郎
 

　　　　環境管理課 環境管理課長 安 藤 英 樹

　岐阜市環境部
　　　　産業廃棄物指導課
　　〒500-8701 岐阜市司町40-1
　　ＴＥＬ(058)265-4141㈹

環境部長 春日井　裕　之
環境部次長 疋 田 　 智
環境対策審議監兼産業廃棄物指導課長 篠　田　桂　一
監 視 指 導 係 長 主幹 高 橋 知 克
審　査　係　長 副主幹 彦　坂　憲　一
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岐阜県環境生活部岐阜地域環境室
　〒500-8３8４ 岐阜市薮田南5-１４-5３
　　　　　　　ＯＫＢふれあい会館第２棟３階
　ＴＥＬ(058)272-8３２２
　ＦＡＸ(058)278-3524

　　室長 井　戸　美　子
　〈廃棄物対策係〉

　　係長 福　田　　　剛
　　技術主査 佐　藤　　　博
　　技術主査 所　　　大　樹
　　技術主査 高　井　克　浩
　　主任 水　野　友　裕

羽島市生活環境部環境事業課
　〒501-6292 羽島市竹鼻町55
　ＴＥＬ(058)392-1111㈹

　　生活環境部長 高　橋　宏　成
　　環境事業課長 澁　谷　昌　克
　　環境プラント所長兼最終処分場長 諏　訪　公　彦

各務原市市民生活部環境室環境政策課
　〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
　ＴＥＬ(058)383-4230

　　市民生活部長 森　田　起　宇
　　環境室長(環境政策課長事務取扱) 岩　井　　　健

山県市市民環境課
　〒501-2192 山県市高木1000-1
　ＴＥＬ(0581)22-6828　

　　市民環境課長 服　部　裕　司
　　環境政策室長 田　中　　　進

瑞穂市環境水道部環境課
　〒501-0392 瑞穂市宮田300-2
　ＴＥＬ(058)327-4127　

　　環境水道部長 矢　野　隆　博
　　環境水道部環境課長 広　瀬　常　司

本巣市水道環境部環境課

　〒501-0491 本巣市早野255
　ＴＥＬ(058)323-7751

　　水道環境部長 青　木　竜　治
　　環境課長 森　　　拓　宏
　　総括課長補佐兼環境係長 高　橋　秀　樹

岐南町総合政策部経済環境課
　〒501-6197 羽島郡岐南町八剣7-107
　ＴＥＬ(058)247-1370　

笠松町企画環境経済部環境経済課
　〒501-6181 羽島郡笠松町司町1
　ＴＥＬ(058)388-1114

北方町都市環境課
　〒501-0492 本巣郡北方町長谷川1-1
　ＴＥＬ(058)323-1114
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岐阜県西濃県事務所
　〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎
　ＴＥＬ(0584)73-1111㈹
　ＦＡＸ(0584)74-9428

　　所長 西　　　哲　也
　　副所長 一　柳　秀　樹
　　環境課長 堀　　　弘　明
　〈廃棄物対策係〉

　　係長 若　山　康　裕
　　主査 小　林　敬　一
　　技術主査 今　村　和　基
　　技術主査 鈴　木　教　明

大垣市生活環境部環境衛生課
　〒503-8601 大垣市丸の内2-29
　ＴＥＬ(0584)81-4111㈹

　　生活環境部長兼危機管理監 青　井　明　彦
　　環境衛生課長 小　川　哲　司
　　主幹 森　井　信　悟

海津市市民生活部生活・環境課
　〒503-0695 海津市海津町高須515
　ＴＥＬ(0584)53-1111㈹

　　市民生活部長 奥　村　孝　司
　　生活・環境課長 髙　木　英　雄
　　課長補佐兼環境係長 神　田　武　彦
　　係長（環境担当） 北　條　貞　行

養老町住民福祉部住民環境課
　〒503-1392 養老郡養老町高田798
　ＴＥＬ(0584)32-1100㈹

垂井町住民課
　〒503-2193 不破郡垂井町宮代2957-11
　ＴＥＬ(0584)22-1151㈹

関ケ原町水道環境課
　〒503-1592 不破郡関ケ原町関ケ原894-58
　ＴＥＬ(0584)43-1111㈹

神戸町産業建設部産業環境課
　〒503-2392 安八郡神戸町神戸1111
　ＴＥＬ(0584)27-3111㈹

輪之内町住民環境課
　〒503-0292 安八郡輪之内町四郷2530-1
　ＴＥＬ(0584)69-3111㈹

安八町住民環境課
　〒503-0198 安八郡安八町氷取161
　ＴＥＬ(0584)64-3111㈹

岐阜県揖斐県事務所
　〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎
　ＴＥＬ(0585)23-1111㈹
　ＦＡＸ(0585)22-1829

　　所長 山　田　浩　司
　　副所長 棚　瀬　正　樹
　　環境課長 高　井　和　之
　〈環境保全係〉

　　担当主幹兼係長 村　山　恭　子
　　技術課長補佐 吉　田　　　勲
　　主査 本　田　兼　吾
　　主事 広　瀬　瑞　稀
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揖斐川町住民生活課
　〒501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪133
　ＴＥＬ(0585)22-2111

大野町環境生活課
　〒501-0592 揖斐郡大野町大野80
　ＴＥＬ(0585)34-1111

関市市民環境部環境課
　〒501-3894 関市若草通3-1
　ＴＥＬ(0575)22-3131㈹

　　市民環境部長 津　谷　典　男
　　環境課長 後　藤　英　矢
　　主幹 加　藤　敏　彦
　　課長補佐 安　田　学　史
　　係長 長　野　哲　郎

美濃市民生部市民生活課
　〒501-3792 美濃市1350
　ＴＥＬ(0575)33-1122㈹

　　民生部長 西　部　睦　人
　　市民生活課長 中　村　直　親
　　課長補佐兼生活環境・交通係長 飯　岡　　　大

池田町環境課
　〒503-2492 揖斐郡池田町六之井1468-1
　ＴＥＬ(0585)45-3111

岐阜県中濃県事務所
　〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
　ＴＥＬ(0575)33-4011㈹
　ＦＡＸ(0575)35-1492

　　所長 古　田　和　代
　　副所長 早　野　知　久
　　環境課長 八　代　英　彦
　〈環境保全係〉

　　係長 川　上　訓　徳
　　主査 柏　原　博　一
　　技術主査 丹　羽　秀　政
　　技師 小　森　一　史
　　技師 酒　井　琳太郎

郡上市環境水道部環境課
　〒501-4297 郡上市八幡町島谷228
　ＴＥＬ(0575)67-1833

　　環境水道部長 遠　藤　貴　広
　　環境課長 鴛　谷　秀　久
　　主幹 藤　井　　　眞
　　環境政策係長 早　川　繁　彦
　　生活環境係長 福　手　　　梢
　　主査 宇　田　喜　博
　　主事 伊　東　慎　平
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岐阜県可茂県事務所
　〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1

可茂総合庁舎　　
　ＴＥＬ(0574)25-3111㈹
　ＦＡＸ(0574)25-3934
　

　　所長 浅　井　克　之
　　副所長 葛　西　孝　啓
　　環境課長 正　村　弘　毅
　〈廃棄物対策係〉

　　課長補佐兼係長 渡　部　浩　幸
　　課長補佐 矢　島　和　幸
　　主査 服　部　憲　児
　　技術主査 奥　村　　　聡

美濃加茂市産業振興部環境課
　〒505-8606 美濃加茂市太田町3431-1
　ＴＥＬ(0574)25-2111㈹

　　産業振興部長 森　川　英　司
　　環境課長 日比野　　　正
　　市民生活係長 後　藤　由　充
　　主事 日下部　三智子

可児市市民文化部環境課
　〒509-0292 可児市広見1-1
　ＴＥＬ(0574)62-1111㈹

　　市民文化部長 日比野　慎　治
　　環境課長 太　田　武　則
　　生活環境係長 髙　原　茂　雄
　　主任 可　児　慶　也

坂祝町水道環境課
　〒505-8501 加茂郡坂祝町取組46-18
　ＴＥＬ(0574)26-7111

富加町産業環境課
　〒501-3392 加茂郡富加町滝田1511
　ＴＥＬ(0574)54-2111

川辺町産業環境課
　〒509-0393 加茂郡川辺町中川辺1518-4
　ＴＥＬ(0574)53-2511

七宗町水道環境課
　〒509-0492 加茂郡七宗町上麻生2442-3
　ＴＥＬ(0574)48-1111

八百津町水道環境課
　〒505-0392 加茂郡八百津町八百津3903-2
　ＴＥＬ(0574)43-2111

白川町建設環境課
　〒509-1192 加茂郡白川町河岐715
　ＴＥＬ(0574)72-1311

東白川村建設環境課
　〒509-1392 加茂郡東白川村神土548
　ＴＥＬ(0574)78-3111

御嵩町住民環境課
　〒505-0192 可児郡御嵩町御嵩1239-1
　ＴＥＬ(0574)67-2111



－ 86 －

岐阜県東濃県事務所
　〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎
　ＴＥＬ(0572)23-1111㈹
　ＦＡＸ(0572)25-0079

　　所長 広　瀬　雅　史
　　副所長 河　田　淳　司
　　環境課長 下　野　伸　明
　〈廃棄物対策係〉

　　課長補佐兼係長 上　野　浩　司
　　技術主査 山　田　孝　之
　　技術主査 坂　　　好　朗
　　主任技師 野　中　陽　一

多治見市環境文化部環境課
　〒507-8703 多治見市日ノ出町2-15
　ＴＥＬ(0572)22-1111㈹

　　環境文化部長 伊　藤　徳　朗
　　環境課長 山　田　直　子
　　課長代理 鬼　頭　佳　嗣

瑞浪市経済部環境課
　〒509-6195 瑞浪市上平町1-1
　ＴＥＬ(0572)68-9806 (ダイヤルイン)

　　理事兼経済部長 鈴　木　創　造
　　経済部次長兼環境課長 渡　辺　芳　夫
　　課長補佐兼廃棄物対策係長 青　山　哲　也
　　課長補佐兼環境政策係長 寺社下　佳　延

土岐市市民生活部生活環境課
　〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
　ＴＥＬ(0572)54-1111㈹

　　市民生活部長 伊佐治　良　典
　　市民生活部次長兼生活環境課長 小　栗　　　渉
　　課長補佐兼斎苑美しが峰施設係長 和　田　敦　弘

岐阜県恵那県事務所
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎
　ＴＥＬ(0573)26-1111㈹
　ＦＡＸ(0573)25-7129

　　所長 清　水　浩　二
　　副所長 北　村　　　哲
　　環境課長 野　原　勝　樹
　〈環境保全係〉

　　係長 小　倉　敏　満
　　主任技師 田　中　伸　治
　　主任技師 恩　田　了　綺
　　主事 常　川　航　平

中津川市環境水道部環境政策課
　〒508-8501 中津川市かやの木町2-1
　ＴＥＬ(0573)66-1111㈹

　　環境水道部長 伊　藤　章　示
　　環境政策課長 吉　村　謙　次
　　課長補佐 千　村　茂　樹
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岐阜県飛騨県事務所
　〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎
　ＴＥＬ(0577)33-1111㈹
　ＦＡＸ(0577)33-1085

　

　　所長 森　　　祥　一
　　副所長 辻ノ上　辰　彦
　　環境課長 安　田　明　弘
　〈廃棄物対策係〉

　　係長 都　竹　慎　也
　　技師 石　原　　　舞
　　主事 楢　木　春　紀

高山市森林・環境政策部ごみ処理場建設推進課
　〒506-8555 高山市花岡町2-18
　ＴＥＬ(0577)35-３１３8

　　森林・環境政策部長 小　林　一　正
　　ごみ処理場建設推進課長 谷　口　修　司
　　生活環境係長 北　野　千　恵
　　ごみ処理場建設推進係長 提　　　一　雄
　　廃棄物対策係長 小　椋　政　幸

飛驒市環境水道部環境課
　〒509-4292 飛驒市古川町本町2-22
　ＴＥＬ(0577)73-7482

　　環境水道部長 横　山　裕　和
　　環境課長 忍　　　哲　也
　　衛生係長 井　下　英　人

下呂市環境部環境対策課
　〒509-2203 下呂市小川2390
　ＴＥＬ(0576)26-5011

　　環境部長 田　口　　　昇
　　環境対策課長 中　島　盛　彦
　　課長補佐兼係長 桂　川　博　行
　　環境施設課長 波多野　一　樹
　　対策監 田　中　隆　彦
　　課長補佐兼係長 河　合　三知雄

白川村総務課
　〒501-5692 大野郡白川村鳩谷517
　ＴＥＬ(05769)6-1311㈹

恵那市水道環境部環境課
　〒509-7292 恵那市長島町正家1-1-1
　ＴＥＬ(0573)26-2111㈹

　　水道環境部長 梅　村　浩　三
　　環境課長兼ゼロカーボン推進室長 磯　村　典　彦
　　エコセンター恵那所長 平　林　恵　明
　　施設係長兼課長補佐 佐　藤　昌　宏
　　ゼロカーボン推進室副室長 後　藤　弘　明
　　環境係長 柘　植　洋　平
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②　一般社団法人岐阜県産業環境保全協会　定款
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③　一般社団法人岐阜県産業環境保全協会　会費規程

第１条　この規程は、一般社団法人岐阜県産業環境保全協会の会費の徴収等に関して、定款その他特別の定め
のあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

第２条　会員になろうとする者は、入会申込書（第１号様式）を提出しなければならない。なお、会員が退会
しようとするときは、その旨（第２号様式）を申し出なければならない。

第３条　入会金は、正会員のみとし、10,000円とする。
第４条　会費は、次のとおりとする。
　（１）　正 会 員　　会費は、月額10,000円とする。
　（２）　賛助会員　　会費は、年額30,000円とする。
第５条　会費は、四半期ごと（４月末、７月末、１０月末、１月末）に当該四半期分を一括前納するものとす

る。ただし、会費が年額で定められているものについては、当該年度の４月末日までに納付するものとす
る。

２　期の中途で入会するものについては、入会を承認された月を含め当該期の末日までの月数を乗じた金額の
会費に、入会金を添えて一括納入するものとする。ただし、会費が年額で定められている者については、入
会を承認された月を含め、当該年度の末日までの月数を乗じた金額を一括納入するものとする。

３　会費の納入は、口座振替または会費の納入通知書をもって行うものとする。

　　　附　則
　この規程は、平成元年５月２９日から施行し、平成元年４月１１日から適用する。
　　　附　則
　この規程の一部改正は、平成９年６月２０日から施行し、平成９年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規程の一部改正は、平成９年１２月１５日から施行する。
　　　附　則
　この規程の一部改正は、平成１２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程の一部改正は、平成２４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程の一部改正は、令和２年４月１日から施行する。
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